
規 則

�愛媛県規則第１３号
行旅病人及び行旅死亡人取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

行旅病人及び行旅死亡人取扱規則の一部を改正する規則

行旅病人及び行旅死亡人取扱規則（昭和３５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 行旅病人及び行旅死亡人取扱規則の一部を改正する規則…………………………………………………………………………………………（保健福祉課）…２９２

告 示

○ 救急病院の協力申出……………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）…２９３

○ 保安林の指定施業要件を変更する旨の通知に係る掲示（２件）…………………………………………………………………………………（森林整備課）…２９３

○ 解除予定保安林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２９３

○ 公有水面埋立地の用途変更の許可申請………………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…２９４

○ 土砂災害警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…２９６

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２９６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要（２件）…………………………………………（東予地方局環境保全課）…３００

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…３０６

監 査 公 表

○ 定期監査結果の公表……………………………………………………………………………………………………………………………………（監査事務局）…３０６

改 正 後 改 正 前

（費用の種目及び限度）

第２条 前条の規定による請求に対し、県が弁償する費用の種目及

び限度額は、次のとおりとする。ただし、知事が特に必要と認め

たときは、この限りでない。

� 省略

� 助産費 生活保護法による保護の基準（昭和３８年４月厚生省

告示第１５８号。以下「告示」という。）別表第６に定める出産

扶助基準額

� 食費 告示別表第１第１章１�ウ第１類

の表に定める２０歳から４０歳までの基準額の日割により算

定される額（行旅病人及びその同伴者のため必要としたものに

限る。）

�～� 省略

� 葬祭費（死体運搬費、死体検案料、死体検案書料及び墓標費

を含む。） 告示別表第８に定める葬祭扶助基準額

� 省略

（費用の種目及び限度）

第２条 前条の規定による請求に対し、県が弁償する費用の種目及

び限度額は、次のとおりとする。ただし、知事が特に必要と認め

たときは、この限りでない。

� 省略

� 助産費 生活保護法による保護の基準（昭和３８年４月厚生省

告示第１５８号。以下「告示」という。）別表第５に定める出産

扶助基準額

� 食費 告示別表第１第１章１�イ第１類の表又は同章１�ウ

第１類の表に定める２０歳から４０歳までの基準額の日割により算

定される額（行旅病人及びその同伴者のため必要としたものに

限る。）

�～� 省略

� 葬祭費（死体運搬費、死体検案料、死体検案書料及び墓標費

を含む。） 告示別表第７に定める葬祭扶助基準額

� 省略

毎週（火・金）曜日発行 第２６号 令和元年８月２日

令和元年８月２日金曜日 第２６号

愛 媛 県 報

２９２



告 示

�愛媛県告示第３８３号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８４号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年６月愛媛県

告示第１６３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８５号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年６月愛媛県

告示第１６３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町有網代字殿浦９６、９７

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

国民健康保険�
万高原町立病院

上浮穴郡�万高原町�万
６５番地 �万高原町

令和４年
７月３１日
まで

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
１１８３番地
熊 田 利 雄

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東予市北条４２９番地７

城 戸 いつみ
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大洲市西大洲甲１３０６番地１

鈴 木 幸 恵
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

新居浜市新須賀町二丁目１番
２４１号
鈴 木 幸 恵

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市大浦甲２１５番地３

長 瀧 哲 夫
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市三番町五丁目５番地１０

藤 田 賢 次
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市柳井町三丁目１番地５

藤 田 賢 次
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字下鍵山甲
９０番地３
節 安 利 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
４５６番地
宮 成 作 子

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

広島県大竹市新町１－３－１３
（野川生渡栄）
野 川 信 弘

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

奈良県橿原市曽我町９１９番地

野 川 弘 志
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川中
４８番地
渡 辺 文 恵

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川１２
４番戸
渡 辺 紋 治

抵当権
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�愛媛県告示第３８７号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第１３条ノ２第１項の規定に基づく埋立地の用途変更の申請

があった。

法第１３条ノ２第２項において準用する法第３条第１項に規定する

書面及び関係図書は、愛媛県庁、東予地方局建設部及び西条市役所

において告示の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

令和元年８月２日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名又は住所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

１）全 体

愛媛県西条市ひうち字西ひうち５番、６番１、７番８、

７番７及び７番２１の地先公有水面

２）１工区

愛媛県西条市ひうち字西ひうち５番、６番１の地先公有

水面

３）２工区

愛媛県西条市ひうち字西ひうち５番、６番１、７番８、

７番７及び７番２１の地先公有水面

イ 区域

１）全 体

次の各地点のうち①の地点から⑩の地点までを順次に結

んだ線及び①の地点と⑩の地点とを結ぶ昭和５５年６月１４日

付け愛媛県指令５０港第６１号で竣功認可された埋立地と公有

水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．３１メートルにより決定）に

より囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、

東経１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

①の地点 基点から２９１度４９分１４秒３，１０３．１０メートルの

地点

②の地点 ①の地点から３４３度５６分５４秒２．００メートルの

地点

③の地点 ②の地点から７３度５６分５４秒４．００メートルの地

点

④の地点 ③の地点から３４３度５６分５４秒４０．６０メートルの

地点

⑤の地点 ④の地点から２５３度５６分５４秒４．００メートルの

地点

⑥の地点 ⑤の地点から３４３度５６分５４秒６０７．４０メートル

の地点

⑦の地点 ⑥の地点から７３度５６分５４秒７００．００メートルの

地点

⑧の地点 ⑦の地点から１６３度５６分５４秒５９３．７８メートル

の地点

⑨の地点 ⑧の地点から７３度５６分５４秒３．２２メートルの地

点

⑩の地点 ⑨の地点から１６３度５６分５４秒５６．２２メートルの

地点

２）１工区

次の各地点のうち①の地点から⑬の地点までを順次に結

んだ線及び①の地点と⑬の地点とを結ぶ昭和５５年６月１４日

付け愛媛県指令５０港第６１号で竣功認可された埋立地と公有

水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．３１メートルにより決定）に

より囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、

東経１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

①の地点基点から２９１度４９分１４秒 ３，１０３．１０メートルの

地点

②の地点 ①の地点から３４３度５６分５４秒２．００メートルの

地点

③の地点 ②の地点から７３度５６分５４秒４．００メートルの地

点

④の地点 ③の地点から３４３度５６分５４秒４０．６０メートルの

地点

⑤の地点 ④の地点から２５３度５６分５４秒４．００メートルの

地点

⑪の地点 ⑤の地点から３４３度５６分５４秒１３７．４０メートル

の地点

⑫の地点 ⑪の地点から７３度５６分５４秒３２０．００メートルの

地点

⑬の地点 ⑫の地点から１６３度０１分４５秒１８０．０２メートル

の地点

３）２工区

次の各地点のうち⑬の地点から⑩の地点までを順次に結

んだ線及び⑬の地点と⑩の地点とを結ぶ昭和５５年６月１４日

付け愛媛県指令５０港第６１号で竣功認可された埋立地と公有

水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．３１メートルにより決定）に

より囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、

東経１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

⑬の地点 基点から２９５度４８分０６秒２，８５５．１０メートルの

地点

⑫の地点 ⑬の地点から３４３度０１分４５秒１８０．０２メートル

の地点

⑪の地点 ⑫の地点から２５３度５６分５４秒３２０．００メートル

の地点

⑥の地点 ⑪の地点から３４３度５６分５４秒４７０．００メートル

の地点

⑦の地点 ⑥の地点から７３度５６分５４秒７００．００メートルの

地点

⑧の地点 ⑦の地点から１６３度５６分５４秒５９３．７８メートル

の地点

⑨の地点 ⑧の地点から７３度５６分５４秒３．２２メートルの地

点

⑩の地点 ⑨の地点から１６３度５６分５４秒５６．２２メートルの

地点

ウ 面積

愛 媛 県 報令和元年８月２日 第２６号
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１）全 体

４５５，０１８．６２平方メートル

２）１工区

５７，６９７．５２平方メートル

３）２工区

３９７，３２１．１０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

１）全 体

愛媛県西条市ひうち字西ひうち３番１１、３番４９、４番、

５番、６番１、６番３０、７番８、７番７、７番１９、７番２０

及び７番２１の地内並びに同市ひうち字西ひうち３番１１、４

番、５番、６番１、７番８及び７番７の地先公有水面

２）１工区

愛媛県西条市ひうち字西ひうち３番１１、３番４９、４番、

５番、６番１及び６番３０の地内並びに同市ひうち字西ひう

ち３番１１、４番、５番及び６番１の地先公有水面

３）２工区

愛媛県西条市ひうち字西ひうち６番１、７番８、７番７、

７番１９、７番２０及び７番２１の地内並びに同市ひうち字西ひ

うち３番１１、４番、５番、６番１、７番８、７番７、７番

２１及び７番１９の地先公有水面

イ 区域

１）全 体

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点と
を結んだ線により囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、

東経１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

�の地点 基点から２９０度１５分０２秒３，２００．７８メートルの

地点

�の地点 �の地点から３４３度５６分５４秒３６０．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から３４８度１４分１５秒４０１．１２メートル
の地点

�の地点 �の地点から７３度５６分５４秒９００．００メートルの
地点

�の地点 �の地点から１５９度３９分３３秒４０１．１２メートル
の地点

�の地点 �の地点から１６３度５６分５４秒３６０．００メートル
の地点

２）１工区

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点と
を結んだ線により囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、

東経１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

�の地点 基点から２９０度１５分０２秒３，２００．７８メートルの

地点

�の地点 �の地点から３４３度５６分５４秒１９０．００メートル
の地点

	の地点 �の地点から７３度５６分５４秒４５０．００メートルの
地点

�の地点 	の地点から１６３度０１分４５秒１９０．０２メートル
の地点

３）２工区

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点と
を結んだ線により囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、

東経１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

�の地点 基点から２９５度３９分１４秒２，８４８．３２メートルの

地点

	の地点 �の地点から３４３度０１分４５秒１９０．０２メートル
の地点

�の地点 	の地点から２５３度５６分５４秒４５０．００メートル
の地点

�の地点 	の地点から３４３度５６分５４秒１７０．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から３４８度１４分１５秒４０１．１２メートル
の地点

�の地点 �の地点から７３度５６分５４秒９００．００メートルの
地点

�の地点 �の地点から１５９度３９分３３秒４０１．１２メートル
の地点

�の地点 �の地点から１６３度５６分５４秒３６０．００メートル
の地点

ウ 面積

１）全 体

７１７，５９９．５９平方メートル

２）１工区

８５，７８９．５８平方メートル

３）２工区

６３１，８１０．０１平方メートル

３ 埋立地の用途

� 変更前

用 途 規 模

木材・木製品製造業用地 約５．０�

流通施設用地 約５．０�

漁業施設用地 約６．５�

緑地 約２６．８�

道路用地 約２．２�

� 変更後

用 途 規 模

木材・木製品製造業用地 約５．０�

流通施設用地 約５．０�

漁業施設用地 約６．５�

パルプ・紙・紙加工品製造業用地 約５．０�

非鉄金属製造業用地 約２．４�
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港湾運送業用地 約１．５�

緑地 約１７．０�

緑地 約１．０�

道路用地 約２．２�

４ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成９年７月１８日

５ 申請年月日

令和元年７月２５日

�������
�愛媛県告示第３８８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和元年８月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

大宅
２０７－
�－１２
５�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松�保
４
２０７－
�－６３
０�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宅３
２０７－
�－６５
３�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宅４
２０７－
�－６５
４�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾１
２０７－
�－６５
９�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳴谷川
２０７－
１２０７

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

五郎Ｂ
２０７－
�－１１
３７�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎Ｂ
２０７－
�－１１
３７�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五郎Ｅ
２０７－
�－１１
３８�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎Ｅ
２０７－
�－１１
３８�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五郎Ｄ
２０７－
�－１１
３９�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎Ｄ
２０７－
�－１１
３９�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

谷河内
２０７－
�－１１
４０�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

谷河内
２０７－
�－１１
４０�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大潤
２０７－
�－１１
４１�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大潤
２０７－
�－１１
４１�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

天神様
前
２０７－
�－１１
４２�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

天神様
前
２０７－
�－１１
４２�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大双
２０７－
�－１１
４３�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大双
２０７－
�－１１
４３�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五郎Ｃ
２０７－
�－１１
４４�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎Ｃ
２０７－
�－１１
４４�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五郎Ａ
２０７－
�－１１
４５�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎Ａ
２０７－
�－１１
４５�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

峠Ａ
２０７－
�－１２
５７�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

峠Ａ
２０７－
�－１２
５７�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

峠Ｂ
２０７－
�－１２
５８�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

峠Ｂ
２０７－
�－１２
５８�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上多田
２０７－
�－１２
５９�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上多田
２０７－
�－１２
５９�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

多田下
２０７－
�－１２
６０�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

多田下
２０７－
�－１２
６０�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上町
２０７－
�－１２
６３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上町
２０７－
�－１２
６３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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八多喜
２０７－
�－１２
６５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八多喜
２０７－
�－１２
６５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

湯ノ子
２０７－
�－１２
６６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

湯ノ子
２０７－
�－１２
６６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米津
２０７－
�－１２
６７�

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米津
２０７－
�－１２
６７�

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八多浪
２０７－
�－１２
７１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八多浪
２０７－
�－１２
７１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八多浪
Ａ
２０７－
�－１２
７２�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八多浪
Ａ
２０７－
�－１２
７２�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊州子
Ａ
２０７－
�－１２
７３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊州子
Ａ
２０７－
�－１２
７３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊州子
Ｂ
２０７－
�－１２
７４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊州子
Ｂ
２０７－
�－１２
７４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊州子
Ｃ
２０７－
�－１２
７５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊州子
Ｃ
２０７－
�－１２
７５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

谷
２０７－
�－１２
７６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

谷
２０７－
�－１２
７６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊州子
Ｄ
２０７－
�－２７
０１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊州子
Ｄ
２０７－
�－２７
０１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮本
２０７－
�－５５
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮本
２０７－
�－５５
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

馬木
２０７－
�－５６
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

馬木
２０７－
�－５６
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

谷河内
２０７－
�－５７
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

谷河内
２０７－
�－５７
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畑
２０７－
�－５９
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畑
２０７－
�－５９
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

慶雲寺
２０７－
�－６０
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

慶雲寺
２０７－
�－６０
�

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八多浪
３
２０７－
�－９７
�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八多浪
３
２０７－
�－９７
�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町１
２０７－
�－９８
�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町１
２０７－
�－９８
�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町２
２０７－
�－９９
�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町２
２０７－
�－９９
�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町１０
２０７－
�－１０
０�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町１０
２０７－
�－１０
０�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山４
２０７－
�－１０
２�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山４
２０７－
�－１０
２�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山５
２０７－
�－１０
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山５
２０７－
�－１０
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山６
２０７－
�－１０
７�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山６
２０７－
�－１０
７�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場８
２０７－
�－１０
８�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場８
２０７－
�－１０
８�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場９
２０７－
�－１０
９�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場９
２０７－
�－１０
９�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西山４
２０７－
�－５６
０�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西山４
２０７－
�－５６
０�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西山５
２０７－
�－５６
１�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西山５
２０７－
�－５６
１�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西山６
２０７－
�－５６
２�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西山６
２０７－
�－５６
２�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西山７
２０７－
�－５６
３�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西山７
２０７－
�－５６
３�

大洲市
東宇山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

峠１
２０７－
�－５７
２�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

峠１
２０７－
�－５７
２�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八多浪
１
２０７－
�－５７
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八多浪
１
２０７－
�－５７
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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八多浪
２
２０７－
�－５７
４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八多浪
２
２０７－
�－５７
４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町１１
２０７－
�－５７
９�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町１１
２０７－
�－５７
９�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町３
２０７－
�－５８
０�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町３
２０７－
�－５８
０�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町４
２０７－
�－５８
１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町４
２０７－
�－５８
１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町５
２０７－
�－５８
２�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町５
２０７－
�－５８
２�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町６
２０７－
�－５８
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町６
２０７－
�－５８
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町７
２０７－
�－５８
４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町７
２０７－
�－５８
４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町８
２０７－
�－５８
５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町８
２０７－
�－５８
５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新町９
２０７－
�－５８
６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新町９
２０７－
�－５８
６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元町１
２０７－
�－５８
７�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元町１
２０７－
�－５８
７�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山７
２０７－
�－５８
８�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山７
２０７－
�－５８
８�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山８
２０７－
�－５８
９�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山８
２０７－
�－５８
９�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

家野３
２０７－
�－５９
０�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

家野３
２０７－
�－５９
０�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

家野４
２０７－
�－５９
１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

家野４
２０７－
�－５９
１�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

家野６
２０７－
�－５９
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

家野６
２０７－
�－５９
３�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

家野７
２０７－
�－５９
４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

家野７
２０７－
�－５９
４�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山１
２０７－
�－５９
５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山１
２０７－
�－５９
５�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山２
２０７－
�－５９
６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山２
２０７－
�－５９
６�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇山３
２０７－
�－５９
７�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇山３
２０７－
�－５９
７�

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場４
２０７－
�－６０
１�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場４
２０７－
�－６０
１�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場５
２０７－
�－６０
２�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場５
２０７－
�－６０
２�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場６
２０７－
�－６０
３�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場６
２０７－
�－６０
３�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場７
２０７－
�－６０
４�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場７
２０７－
�－６０
４�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成本
村１
２０７－
�－６０
５�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成本
村１
２０７－
�－６０
５�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成本
村２
２０７－
�－６０
６�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成本
村２
２０７－
�－６０
６�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成本
村４
２０７－
�－６０
８�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成本
村４
２０７－
�－６０
８�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成本
村５
２０７－
�－６０
９�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成本
村５
２０７－
�－６０
９�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成本
村６
２０７－
�－６１
０�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成本
村６
２０７－
�－６１
０�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成本
村７
２０７－
�－６１
１�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成本
村７
２０７－
�－６１
１�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

手成森
１
２０７－
�－６１
２�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

手成森
１
２０７－
�－６１
２�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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田ノ�
保１
２０７－
�－６１
３�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田ノ�
保１
２０７－
�－６１
３�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田ノ�
保２
２０７－
�－６１
４�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田ノ�
保２
２０７－
�－６１
４�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田ノ�
保３
２０７－
�－６１
５�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田ノ�
保３
２０７－
�－６１
５�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田ノ�
保４
２０７－
�－６１
６�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田ノ�
保４
２０７－
�－６１
６�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田ノ�
保５
２０７－
�－６１
７�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田ノ�
保５
２０７－
�－６１
７�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中場１０
２０７－
�－６１
８�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中場１０
２０７－
�－６１
８�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米津１
２０７－
�－６２
１�

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米津１
２０７－
�－６２
１�

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米津３
２０７－
�－６２
３�

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米津３
２０７－
�－６２
３�

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米津４
２０７－
�－６２
４�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米津４
２０７－
�－６２
４�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松�保
１
２０７－
�－６２
７�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松�保
１
２０７－
�－６２
７�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松�保
２
２０７－
�－６２
８�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松�保
２
２０７－
�－６２
８�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東峰５
２０７－
�－６５
０�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東峰５
２０７－
�－６５
０�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東峰６
２０７－
�－６５
１�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東峰６
２０７－
�－６５
１�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大宅２
２０７－
�－６５
２�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宅２
２０７－
�－６５
２�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大宅６
２０７－
�－６５
６�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宅６
２０７－
�－６５
６�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大宅７
２０７－
�－６５
７�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宅７
２０７－
�－６５
７�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大宅８
２０７－
�－６５
８�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宅８
２０７－
�－６５
８�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

折尾２
２０７－
�－６６
０�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾２
２０７－
�－６６
０�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

折尾３
２０７－
�－６６
１�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾３
２０７－
�－６６
１�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

折尾４
２０７－
�－６６
２�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾４
２０７－
�－６６
２�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

折尾５
２０７－
�－６６
３�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾５
２０７－
�－６６
３�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

折尾６
２０７－
�－６６
４�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾６
２０７－
�－６６
４�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

折尾８
２０７－
�－６６
６�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

折尾８
２０７－
�－６６
６�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田ノ�
保７
２０７－
�－６８
５�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田ノ�
保７
２０７－
�－６８
５�

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

多田１
２０７－
�－６８
７�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

多田１
２０７－
�－６８
７�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

多田２
２０７－
�－６８
８�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

多田２
２０７－
�－６８
８�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

多田３
２０７－
�－６８
９�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

多田３
２０７－
�－６８
９�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

峠２
２０７－
�－６９
０�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

峠２
２０７－
�－６９
０�

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米津川
２０７－
１００１－
１

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

土石流 米津川
２０７－
１００１－
１

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米津川
２０７－
１００１－
２

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

土石流 米津川
２０７－
１００１－
２

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

都築川
２０７－
１００２

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

土石流 都築川
２０７－
１００２

大洲市
米津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中場川
２０７－
１００３

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

土石流 中場川
２０７－
１００３

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報令和元年８月２日 第２６号
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３９０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和元年８月２日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� ６Ｂ純水製造装置

� ＬＡＤ－７ Ｅ－７ バロメトリックコンデンサー

峠川
２０７－
１２００

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

土石流 峠川
２０７－
１２００

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下多田
川
２０７－
１２０２

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

土石流 下多田
川
２０７－
１２０２

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上伊洲
子川
２０７－
１２０８

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

土石流 上伊洲
子川
２０７－
１２０８

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

出石川
２０７－
１２１０

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

土石流 出石川
２０７－
１２１０

大洲市
八多喜
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

河内川
２０７－
２００１－
１

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

土石流 河内川
２０７－
２００１－
１

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

河内川
２０７－
２００１－
２

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

土石流 河内川
２０７－
２００１－
２

大洲市
手成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

清水川
２０７－
２０６７

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

土石流 清水川
２０７－
２０６７

大洲市
五郎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

峠東川
２０７－
Ｊ００７

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

土石流 峠東川
２０７－
Ｊ００７

大洲市
多田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 ３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３００

最大 ３５０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６４号の２ ロ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４，５００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ６～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．４

最大 ４７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

愛 媛 県 報令和元年８月２日 第２６号
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� ＬＡＤ－８ Ｅ－８ バロメトリックコンデンサー

� ＬＡＤ－１０、１１ ＦＬ－１０Ａ／Ｂ 活性炭フィルター

� ＬＡＤ－１３ Ｄ－１６ 硝酸反応槽 廃ガスドレンタンク

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，９０８

最大 ２，２８０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ６～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 ２０

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

あ り
（１回／３カ月）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ６～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．２

備考 同一施設を２基設置（１基は予備であり、同時稼働しない。）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積０．６２平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，０００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ０．１～０．４

最大 ０．１～０．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，１６０

最大 １，４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９，０００

最大 ３５，０００

愛 媛 県 報令和元年８月２日 第２６号
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� ＬＡＤ－１９、２０ Ｔ－７Ａ／Ｂ 活性炭充填塔

� ＬＡＤ－２１ Ｅ－２４ 凝縮器

� ＬＡＤ－２７ Ｐ－１０、Ｅ－１０ 気液分離器

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．３５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

あ り
（１～２回／１カ月）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～３

最大 ２～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９

最大 ９

備考 同一施設を２基設置（１基は予備であり、同時稼働しない。）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４，３００

最大 ８，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり７立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２１０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ５～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

愛 媛 県 報令和元年８月２日 第２６号
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� 精留塔３（２Ｔ－４０１／２Ｅ－４０２）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２

最大 １２０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４８トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ４～６

最大 ３～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４４，０００

最大 ６０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６，７００

最大 ８，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５２６．２

最大 １，２４２．１

通常 １０９．０

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９９．９

最大 ８６２．１

通常 ２４．６

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５５．８

最大 ７１７．６

通常 ２２５．１

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．２

最大 ６８．９

通常 ３．８

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，４９４

最大 ２０，９５８

通常 １７，４９４

最大 ２０，９５８

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥方式

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 酸素ばっ気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び酸素ばっ気式活性汚
泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１２

最大 ８～１２

通常 ７～８

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７６．６

最大 １，１６２．６

通常 １３５．０

最大 ２８７．７

愛 媛 県 報令和元年８月２日 第２６号
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� 液中燃焼設備（３ＣＴ）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第３９１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和元年８月２日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６１．０

最大 ８８１．５

通常 １９．１

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４４．４

最大 １，５００．２

通常 １６９．１

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．３

最大 ３１．９

通常 ２．３

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

設 置 年 月 日 平成１１年１２月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 液中燃焼方式

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径２．９８メートル 高さ８．９８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり９５トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 液中燃焼方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９～１２

最大 ８～１２

通常 ６～９

最大 ６～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４４，８５７

最大 ６０，０６９

通常 ５０

最大 ５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ４７

通常 １５

最大 ５５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９，４８３

最大 ２５，４２３

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８８

最大 １１６

通常 ２１３

最大 ２１３

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．６

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２．６

最大 ４５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２，９８６

最大 ３３５，４０５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。
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２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

Ｒ－７５０ 反応槽

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１総合排水処理施設

� �３総合排水処理施設

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 年間約２５日運転

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～８

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，５００

最大 ８，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １２

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

通常 １５．０

最大 ２７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

通常 ４．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和５３年８月３１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

集水槽：縦１０メートル
横１０メートル
高さ５．０メートル

沈降槽：縦２００メートル
横１０メートル
高さ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０，０００立方メートル処理

設 置 年 月 日 昭和４９年６月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理及び中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

沈降槽：縦９５．０メートル
横６０．０メートル
高さ２．０メートル

中和槽：縦４８．０メートル
横６０．０メートル
高さ２．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降処理及び中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８
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監 査 公 表

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �３排水口

�������
�愛媛県告示第３９２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和元年８月２日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和元年７月２４日

３ 指定道路の位置

四国中央市土居町津根２００７番の一部、２００８番の一部及び２００９番

２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４９．２８メートル

� 幅員 ６．０４メートル

�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和元年８月２日

愛媛県監査委員 本 田 和 良

同 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 毛 利 修 三

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５００

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 汚水等は、�３排水口より排水する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 令和元年６月１０日

発 電 工 水 課 令和元年６月１０日

県 立 病 院 課 令和元年６月１０日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 令和元年６月７日

今治地区工業用水道管理事務所 令和元年６月７日

西条地区工業用水道管理事務所 令和元年６月４日

中 央 病 院 令和元年６月１０日

今 治 病 院 令和元年６月７日

南 宇 和 病 院 令和元年６月７日

新 居 浜 病 院 令和元年６月４日

（監査の結果）

平成３０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 松山・松前地区工業用水道事業については、給水能力と同量の契

約給水量を確保しており、経営成績は安定している。

今治地区工業用水道事業についても、給水能力と同量の契約給水
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量の確保により経営成績自体は安定している。

しかしながら、実績給水率（契約給水量に対する実績給水量の比

率）は依然として低調であることから、給水契約の維持や新規需要

の開拓など、事業の安定を持続させるための取組が望まれる。

また、西条地区工業用水道事業については、前年度に引き続き純

利益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると２０３億円

の借入残高があり、依然として厳しい財政状態にあることから、引

き続き企業立地の促進支援や既受水企業等への売水促進活動の一層

の強化等による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

２ 病院事業

� 当年度の患者数は前年度と比較して減少し、新居浜病院における

手術件数の減少などと相まって、医業収益は減少している。

一方、経営内容は厳しさを増し、給与費や高額医療機器更新に伴

う減価償却費など医業費用が大幅に増加している。

これまでも、「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）

に基づく各種施策に引き続き取り組んだものの、純利益については、

前年度を１０億８，９７３万円下回り、６億３，３２５万円の赤字に転落してい

る。

また、累積欠損金は２０５億円に上り、企業債２５８億円や一般会計等

からの長期借入金９１億円など、負債が資産を上回る債務超過の状況

になっており、依然として厳しい財政状態が続いている。

病院事業を取り巻く環境は、医師不足などを背景に厳しい状況に

あると思われるが、中央・今治・南宇和・新居浜の４病院が、国の

医療制度改革や本県の地域医療構想との連携を図りつつ地域の中核

病院として高度で良質な医療を安定的に供給するとともに、引き続

き経営健全化に取り組まれたい。

また、「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）に示

されている

・ドクターヘリを活用した救急医療体制の強化

・今治病院及び新居浜病院でのＤＰＣ（包括医療費支払制度）導

入に伴う診療の標準化、平均在院日数の短縮化等による診療単

価のアップ

・新居浜病院での整形外科再開に伴う診療機能や緊急手術への対

応機能の強化

・南宇和病院での地域包括ケア病床の効率的な運営

・後発医薬品の使用拡大 等

具体的な取組については、おおむね順調に実施されているものの、

平成３０年度の病院事業決算は、平成２１年度以来９年ぶりの経常赤字

を計上している。

当年度の延患者数は前年度と比較して２１，０６８名も減少していると

ころであり、患者数の確保及び病床利用率の向上などによる収益の

増加を目指すとともに、業務全般にわたる費用の抑制・縮減に一層

取り組む必要がある。

また、未処理欠損金が多額であるなど、経営内容が厳しい状況は

依然として続いており、新居浜病院の建替えや今治病院の建替えを

含めた施設の老朽化対策など多額の資金を必要とする施設の整備計

画を進めていくためには、健全経営による資金の確保が重要である

ことから、引き続き経営の健全化と経営体質の強化に努められたい。

� 廃止された三島病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金につ

いて、適切な債権管理と早期回収に、引き続き努められたい。

（平成３１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

計
�＋�

旧三島病院 ９，６３５，４７４ １９，８４０ ９，６５５，３１４

計 ９，６３５，４７４ １９，８４０ ９，６５５，３１４

� 個人医業未収金の納期到来分３２９，４８９，２３４円（過年度未収金２６４，６

７１，７４６円、現年度未収金６４，８１７，４８８円）について、早期回収に、一

層努められたい。

（中央病院）

� 医業外未収金の納期到来分４，８１１，１１４円（過年度未収金７６０，５０４円、

現年度未収金４，０５０，６１０円）について、早期回収に、より一層努め

られたい。

（中央病院）

� 個人医業未収金の納期到来分４７，９３８，６４３円（過年度未収金３０，０００

，２９７円、現年度未収金１７，９３８，３４６円）について、早期回収に、一層

努められたい。

（今治病院）

� 医業外未収金の納期到来分４７２，５００円（過年度未収金９４，３２０円、

現年度未収金３７８，１８０円）について、早期回収に、より一層努めら

れたい。

（今治病院）

	 個人医業未収金の納期到来分１７，９１９，６９７円（過年度未収金１３，５４４

，１７７円、現年度未収金４，３７５，５２０円）について、早期回収に、一層

努められたい。

（南宇和病院）


 医業外未収金の納期到来分９７，６３５円（過年度未収金４０，８７０円、現

年度未収金５６，７６５円）について、早期回収に、より一層努められた

い。

（南宇和病院）

� 個人医業未収金の納期到来分５９，３５１，７６７円（過年度未収金４３，２５７

，５３１円、現年度未収金１６，０９４，２３６円）について、早期回収に、より

一層努められたい。

（新居浜病院）

� 医業外未収金の納期到来分６７０，２８９円（過年度未収金２８２，７８９円、

現年度未収金３８７，５００円）について、早期回収に、より一層努めら

れたい。

（新居浜病院）

令和元年８月２日 発行
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